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令和８年度における岡山市立松尾園利用時間等について 

 

 

 平素より、岡山市立松尾園（以下、「松尾園」といいます。）の運営にご協力い

ただきありがとうございます。 

令和７年度まで松尾園の浴場は温泉として営業しておりましたが、温泉の水

量が低下し、長期の休業を余儀なくされたところです。このことにより、令和８

年度からは温泉を廃止し、水道水を用いた公衆浴場として営業することとなり

ましたので、お知らせいたします。 

 また、令和８年３月 31日をもって、現指定管理者による運営が終了するため、

令和８年度は、岡山市が直接運営を行うこととなりました。 

ご不便をおかけしますが、利用時間等に変更がありますので、下記のとおり、

ご利用上の注意事項を申し上げます。 

予めご了承の上、ご利用くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．条例及び規則について 

 松尾園の利用にあたっては、岡山市立老人憩の家条例（昭和 46 年市条例第 16

号）及び岡山市立老人憩の家条例施行規則（昭和 46 年市規則第 56 号）並びに関

係法令を遵守してください。 

 

２．利用時間等について 

 松尾園での入浴は 60 歳以上の方（令和８年は 1966 年、昭和 41 年生まれの

方）とその付添人です。介助がなくても入浴できる方が対象です。 

市内と市外在住の場合とで入浴料が異なりますので、ご住所のわかるもの

（免許証等）の提示をお願いすることがあります。 

 松尾園の開園時間は引き続き 17：00 までですが、入浴時間が変更になりま



す。入浴可能な時間は下表のとおりとなりますので、所定の時間までに脱衣室

からご退出くださいますようお願いいたします。 

また、混雑を避けるため、引き続き、一度に利用できる人数は７人まで、浴

場利用時間も最大 1 時間とします。 

入浴時間及び最終受付時刻 

 入浴可能時間 受付（最終） 

月曜日 定休日 定休日 

火曜日～土曜日 10：30～15：30 15：00 

日曜日 10：30～14：30 14：00 

※年末年始を除く。 

 

松尾園は高齢者の方が安心して利用できる施設となるよう、暴力団関係者の

利用を堅くお断りしております。 

 施設職員から繰り返し注意を受けても、指示に従っていただけない場合には、

その後の利用をお断りすることがあるほか、暴力や暴言、迷惑行為が確認された

場合には、直ちに通報しますので、ご注意ください。 

 

３．体調管理について 

 松尾園は老人憩の家であり、60 歳以上の方にご利用いただいておりますが、

医療や介護についての設備や人員の配置がございません。 

そのため、入浴についての体調管理につきましては、ご自身で十分にご注意い

ただくとともに、体調がすぐれない場合での無理な入浴はご遠慮いただくなど、

ご協力をお願いいたします。 

 

４．緊急時の対応について 

 前項のとおり、体調管理は各利用者ご自身でお願いしているところですが、体

調の急変や事故の発生時（松尾園利用者が入浴中または更衣中において、怪我や

意識を失った場合等）においては、以下のとおり対応を行うことが想定されるた

め、予めご了承の上、松尾園をご利用くださいますよう、お願いいたします。 

 (1) 応急処置や救急対応時時における状況や職員の勤務状況によっては、女

性利用者への救出や対応に、男性職員が関わる可能性があります。 

 (2) 上記のような状況において、男性職員が浴場や更衣室に立ち入る場合に

は、他の利用者の方には、バスタオル等で体を覆っていただくため、予めご

準備ください。 

 (3) 消防職員の指示を受けた場合には、男性職員が必要な処置を行うことが

あります。 



５．熱中症予防について 

 近年は気候変動の影響等により、熱中症による健康被害が数多く報告されて

おります。体調の優れない時や、熱中症警戒情報の発表時には、無理な外出を避

けましょう。 

 また、気温の高い日は、こまめに水分と塩分を補給し、入浴時間を 10 分程度

に留めていただくことがありますので、よろしくお願いいたします。 

 

６．カスタマーハラスメント対策について 

 今年度からカスタマーハラスメント対策が義務化されます。松尾園を安定的

に運営するためには、従業員の安全と安心が確保されるように労働環境を整え

る必要がありますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

 ※厚生労働省「カスタマーハラスメント対策リーフレット」から抜粋  

 

７．その他 

 (1) 駐車場における事故、盗難等につきましては、一切の責任を負いかねます

ので、各自でのご注意をお願いいたします。 

 (2) 岡山県受動喫煙防止条例の趣旨を踏まえ、敷地内での喫煙は堅くお断り

申し上げます。また、景観の保持や山林火災の防止等の観点からも、たばこ

の吸い殻を路上に捨てること等のないようお願いいたします。 

 (3) 器具等の使用に際しては、各自でご準備いただくほか、使用後は所定の位

置に戻し、施設職員にお知らせください。  


